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告 示

北海道告示第２１８号

昭和５０年北海道告示第１９３５号（開発登録簿閲覧所の設置及び閲覧規則の決定）の一部を次
のように改正し、平成２３年４月１日から施行する。
平成２３年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１閲覧所の場所の事項中「名寄市大通南１丁目１番地」を「名寄市風連町西町１９６番地
１」に、「名寄市建設水道部都市整備課内」を「名寄市建設水道部都市建築課内」に、
「千歳市開発登 千歳市東雲町２ 千歳市企画部まち

を
録簿閲覧所 丁目３４番地 づくり推進課内 」
「千歳市開発登 千歳市東雲町２ 千歳市企画部まち
録簿閲覧所 丁目３４番地 づくり推進課内
深川市開発登 深川市２条１７番 深川市建設水道部

に、

録簿閲覧所 １７号 都市建設課内 」
「北斗市開発登 北斗市中央１丁 北斗市建設部都市

を
録簿閲覧所 目３番１０号 住宅課内 」
「北斗市開発登 北斗市中央１丁 北斗市建設部都市
録簿閲覧所 目３番１０号 住宅課内
松前町開発登 松前町字福山２４ 松前町政策財政課

に、
録簿閲覧所 ８番地 内
福島町開発登 福島町字福島８２ 福島町建設課内
録簿閲覧所 ０番地 」

「長万部町開発 長万部町字長万 長万部町産業建設
登録簿閲覧所 部４５３番地１ 課内

を
美瑛町開発登 美瑛町本町４丁 美瑛町都市建設課
録簿閲覧所 目６番１号 内 」
「長万部町開発 長万部町字長万 長万部町建設課内
登録簿閲覧所 部４５３番地１
奥尻町開発登 奥尻町字奥尻８０ 奥尻町建設水道課
録簿閲覧所 ６番地 内
せたな町開発 せたな町北檜山 せたな町建設水道
登録簿閲覧所 区徳島６３番地１ 課内

に、「音更町建設水道部都市
美瑛町開発登 美瑛町本町４丁 美瑛町都市建設課
録簿閲覧所 目６番１号 内
剣淵町開発登 剣淵町仲町３７番 剣淵町建設課内
録簿閲覧所 １号
苫前町開発登 苫前町字旭３７番 苫前町企画振興課
録簿閲覧所 地の１ 内 」
開発課内」を「音更町建設水道部都市計画課内」に、
「幕別町開発登 幕別町本町１３０ 幕別町建設部都市

を
録簿閲覧所 番地 計画課内 」
「幕別町開発登 幕別町本町１３０ 幕別町建設部都市
録簿閲覧所 番地 計画課内

に改める。
釧路町開発登 釧路町別保１丁 釧路町まちづくり
録簿閲覧所 目１番地 推進課内 」

道 企 業 管 理 規 程

北海道企業局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２３年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第１号

北海道企業局組織規程の一部を改正する規程
北海道企業局組織規程（昭和３９年北海道企業局管理規程第２号）の一部を次のように改正
する。
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第４条第２項の表中
業用水道
苫小牧地区第二及
び東部地区工業用
水道

」

を
「
苫小牧地区工業用
水道

」
に改める。

附 則

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

北海道企業局財務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
平成２３年３月３１日

北海道公営企業管理者 武 内 良 雄
北海道企業管理規程第２号

北海道企業局財務規程の一部を改正する規程
北海道企業局財務規程（昭和５３年北海道企業局管理規程第１号）の一部を次のように改正
する。
別表第１収益の事項中「営業外利息」を「営業外収益」に、
「 不用品売却収

益
中小水力発電
建設費利子補
給金
環境調和型エ
ネコミ形成促
進事業補助金
ポンテシオ配
電線移設補償
金
風力発電電力
料
風力発電事業
負担金

北海道電力小平高等
養護学校

」
を
「 不用品売却収

益 」
「 夕張川水力発
電費

「 夕張川水力発
電費

に改め、同表費用の事項中

天塩川水力発
電費

発電中央制御
費

鷹泊ダム管理
費

岩尾内取水塔
管理費

清水沢ダム管
理費

本局管理費

（何々）受託
工事費

」

を

発電中央制御
費

鷹泊ダム管理
費

岩尾内取水塔
管理費

清水沢ダム管
理費

本局管理費

（何々）受託
工事費

」

に、

「 雑支出 不用品売却原
価
ＲＤＦ発電調
査費

ポンテシオ配
電線移設費

小平オンネ風
力発電費

報酬
消耗品費
使用料及び賃借料
旅費
会議費
委託料
消耗品費
通信運搬費
旅費
移設工事費
報酬
賃金
報償費
消耗品費
修繕費
使用料及び賃借料
通信運搬費
旅費
交際費
会議費
委託料

」
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広告料
損害保険料
補償及び賠償金
負担金及び交付金
動力費
建物割賦諸費
受託工事費
減価償却費
固定資産除却費
固定資産除却損
たな卸資産減耗費
共有設備費分担金
受託調査費
雑費

」
を
「 雑支出 不用品売却原

価 」
に改め、同表固定資産の事項中
「

事業外固定資
産

小平オンネ風
力発電所

共有者持分額
機械装置

諸装置

備品

無形固定資産

減価償却累計
額
共有者持分額

風力発電機
主要変圧機
配電盤開閉装
置
自動制御装置
屋外鉄構
基礎
その他機械装
置
通信電灯電力
装置
修繕試験装置
雑装置
工具
器具及び備品
車両及び船舶
施設利用権
電話加入権

」

を
「 共有者持分額 」

に、
「 鷹泊ダム改修
工事口 」

を
「

」
に改め、同表流動資産の事項中

「 夕張川発電管
理事務所
天塩川発電管
理事務所

消耗品

」

を
「 夕張川発電管

理事務所
消耗品

」
に、
「 仮払金 前渡資金 東京事務所

企業局 」
を
「 仮払金 前渡資金 企業局 」
に改め、同表流動負債の事項中
「

建設改良預り
金

」
を
「

担保

建設改良預り
金
担保

」
に改める。
別表第２固定資産の事項中

「 苫小牧地区第
一工業用水道

苫小牧地区第
二及び東部地
区工業用水道 」

を

「 苫小牧地区工
業用水道

」

に、

「 石狩湾新港地
域工業用水道
業務設備

」

を

「 石狩湾新港地
域工業用水道

業務設備 」
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に、

「 苫小牧東部地
区第一工業用
水道建設仮勘
定 」

を

「

」

に、「室蘭地区工水第二期改修建設仮勘定

」を「室蘭地区工水第三期改修建設仮勘定」に、「苫小牧地区第一工水配水管移設建設仮勘定
」を「苫小牧地区工業用水道配水管移設建設仮勘定」に、
「 苫小牧地区第
二工水配水管
移設建設仮勘
定
苫小牧東部地
区第一工水改
修建設仮勘定

苫小牧東部地
区第一配水管
移設建設仮勘
定 」

を

「

」

に、

「 苫小牧地区第
一工業用水道
苫小牧地区第
二及び東部地
区工業用水道 」

を

「 苫小牧地区工
業用水道

」

に改め、同表流動資産の事項中
「 仮払金 前渡資金 東京事務局

企業局 」
を
「 仮払金 前渡資金 企業局 」
に改め、同表流動負債の事項中
「

建設改良預り
金

」
を
「

担保

建設改良預り
金
担保

」
に改める。

附 則
この規程は、平成２３年４月１日から施行する。
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